
1　事業の概要

①　成果目標（H28)

②　事業内容

　一般財源

　県　債

　国庫支出金

　その他

 決　　算　　額（B）

 職員数（人）

 概算人件費 （Ｃ）

２　今後の事業の方向性

施策展開

成果目標の達成状況

項目 H26末

長野県住宅審議会　調査・審査結果を住宅施策に反映

長野県建築審査会　建築基準法の規定に基づく同意、建築基準法第94条第1項の審査請求に対する裁決他

長野県建築士審査会　二級・木造建築士試験に関する事務、二級・木造建築士に対する処分の同意他

Ｈ28
H29

目標

H27末

目標 成果 達成状況

383 880

３回開催

・二級・木造建築士試験に関する事務、建築士事務所

　に対する処分の同意

232 192 243

合計 1,635 1,048 1,410

・住宅施策に関する重要事項について調査審議する。

・法令等で規定されている事項の調査、審議、同意又は議決等を適正に行う。

・長野県住宅審議会　　 住生活基本計画の策定、県営住宅に関する条例の改正等、県の住宅施策に関する重要事項を審議

・長野県建築審査会　 　建築基準法の規定に基づく同意、建築基準法第94条第１項の審査請求に対する裁決他

・長野県建築士審査会　二級・木造建築士試験に関する事務、二級・木造建築士に対する処分の同意他

長野県建築審査会 直接

1,635 1,410

合計（A) 1,240

29年度

当初予算 1,240

事業番号 11 08 01 事業改善シート （28年度実施事業分）　　□当初要求　　□当初予算案　　□補正予算案　　　■点検

事　業　名 住宅総務費（建築住宅課）住宅総務費（建築住宅課）住宅総務費（建築住宅課）住宅総務費（建築住宅課）
担

当

課

部局 建設部

課・局・室 建築住宅課

実施期間 S25 ～

県が関与

する理由

県でなければ実施不可（法令等義務）

【左記の説明、根拠法令等】

　長野県住宅審議会 ― 長野県住宅審議会条例

　長野県建築審査会 ― 建築基準法第78条

　長野県建築士審査会 ― 建築士法第28条

総合５か年

計画

プロジェクト  E-mail kenchiku@pref.nagano.lg.jp

施策の総合的展開

目指す姿

現状

（予算編成

時）

県民との協働による実施： 実施は困難

人口定着・

確かな暮ら

し実現総

合戦略

信州創生の基本方針

成果目標・

事業内容

（単位：千円）　

項目 実施方法 H28事業実績

H28 H29

（当初） （決算） （当初）

長野県住宅審議会 直接

４回開催

・長野県住生活基本計画の見直し（諮問・答申）

575 473 287

３回開催

・建築基準法の規定に基づく同意

828

長野県建築士審査会 直接

補正予算

区　　分（単位：千円） 27年度 28年度28年度28年度28年度

Aの

財源

1,635 1,410

952 1,060 1,123

288 575 287

概　算

人件費

0.50 0.60 0.50

4,138

677 1,048

□ 事業を実施しない □ 事業を見直して実施 ■ 事業を現行どおり実施

今後、事業

をどのよう

にしていき

たいか

引き続き必要に応じ審議会を開催し、住宅施策に関する事項、許可申請及び建築士試験に関する事項についての審議、審査を行う。

目標に対

する成果

の状況

 概算事業費（B（A）+C） 4,815 5,796 5,367

4,748 3,957

事

 

業

 

コ

 

ス

 

ト

予

算

額

前年度繰越


